印刷物仕様書
文化市民局文化市民部くらし安全推進課
住所：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
担当：澤井・狩野　
電話：222-3193　FAX：213-5539
	
	１
	件　　名
	痴漢・盗撮防止ポスターの印刷（２種類）　
	

	
	２
	数　　量
	１．ポスター（Ａ２）　２，０００　枚（■片面印刷　□両面印刷）
２．ポスター（中吊り広告Ｂ３横）　３，０００　枚（■片面印刷　□両面印刷）
	

	
	３
	寸　　法
	 １．■Ａ２　
２．■Ｂ３横（中吊り広告サイズ、上部４センチは綴じしろ）
	

	
	４
	刷　　色
	 □白黒　■カラー　□２色　備考（　　　　　　　）
	

	
	５
	原　　稿
	  ■メールでの完成版下渡し
　 作成使用機種：□ワード　□エクセル　■ＰＤＦ　□その他（　　　　　　）
　※デザインデータ、京都市指定のロゴデータ等のデータも支給
	

	
	６
	紙　　質
	 コート１１０kg
	

	
	７
	校　　正
	■文字校正　２　回　　■色校正　２　回（ 簡易校正・本紙校正・本機校正 ）

 その他（　　　　　　）
　※デザイン校正含む
　※不備がある場合は校正回数を増やす場合がある
	

	
	８
	納期限
	 　令和８　年　８　月　１７　日（月）　まで
	

	
	９
	納入場所
	文化市民局　くらし安全推進課
（〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地　分庁舎地下1階）
	

	
	10
	その他
	・レイアウトやイラスト当のデザインについては、発注者が提供するデータを
　参照し、発注者と十分に協議のうえ進めること。
・納品時、折りたたまないよう注意すること。
・成果物の納品後に障害が生じた場合は速やかに対応すること。
・貸与した資料等の複製・複写の可否、返却等については本市担当者の指示に

　従うこと。
・成果物及び成果物において用いられる写真・イラスト等の著作権は、一部著作権
　が認定されているものを除き、原則として本市に帰属し、著作者人格権は行使
しない。
・業務の履行に伴い発生した受託者の責に帰する損害については、受託者が責任を
　負うこと。
・本仕様について疑義があるときは、契約前に本市との間で十分協議しておくこと。
　また、業務開始後に本仕様に疑義が生じた場合は本市との協議を行い、本市の指示に従うこと。
	


（参加業者の方へ）仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。


